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委員会報告

高山市議会ぎかいだより第27号

　

３
月
定
例
会
に
お
い
て

文
教
産
業
委
員
会
に
は
９

件
の
議
案
が
付
託
さ
れ
、

す
べ
て
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し

ま
し
た
。
議
案
と
主
な
質

疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
議
第
5
号
　
高
山
市
各
種

委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員

の
報
酬
等
を
定
め
る
も
の
）

【
論
点
】
捕
獲
隊
を
非
常
勤
職

員
と
す
る
理
由

・
身
分
保
障
等
を
し
な
が
ら

若
者
な
ど
の
人
員
の
確
保
と

継
承
を
図
る
。

◆
議
第
11
号
　
高
山
市
農
業

委
員
会
に
関
す
る
条
例
に
つ

い
て
（
法
律
の
改
正
に
伴
い

委
員
等
の
定
数
等
を
定
め
る

も
の
）

【
論
点
】
委
員
等
の
選
任
の
考

え
方

・
各
地
域
の
公
募
や
推
薦
に

よ
り
選
任
。
農
業
委
員
の
過

半
は
認
定
農
業
者
と
す
る
要

件
や
、
若
者
・
女
性
の
登
用

と
い
っ
た
課
題
に
つ
い
て
は
、

地
域
等
で
も
考
え
て
い
た
だ

い
て
い
る
。
農
業
委
員
は
17

人
減
る
が
、
地
域
ご
と
に
農

地
最
適
化
推
進
員
を
配
置
す

る
た
め
、
よ
り
地
域
に
密
着

し
た
農
政
が
図
ら
れ
る
と
考

え
る
。

◆
議
第
15
号
　
高
山
市
鈴
蘭

シ
ャ
ン
ツ
ェ
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す

る
条
例
に
つ
い
て

【
論
点
】
今
後
の
対
応

・
29
年
度
解
体
の
設
計
、
30

年
度
解
体
予
定
。

◆
議
第
17
号
　
高
山
市
平
和

都
市
宣
言
に
つ
い
て

【
論
点
】
ど
の
よ
う
に
市
民

に
浸
透
さ
せ
て
い
く
の
か
と

い
っ
た
今
後
の
取
り
組
み

・
通
常
の
啓
発
に
加
え
、
市
民

主
体
の
推
進
組
織
を
立
ち
上

げ
、
市
民
と
共
に
推
進
す
る
。

◆
議
第
19
号
及
び
議
第
20
号

　
清
見
中
学
校
及
び
本
郷
小

学
校
校
舎
大
規
模
改
修
工
事

（
建
築
）
請
負
契
約
の
締
結

に
つ
い
て

【
論
点
】
事
前
調
査
の
正
確
性

・
以
前
、
窓
枠
の
シ
ー
リ
ン
グ

材
に
ア
ス
ベ
ス
ト
が
含
ま
れ

て
い
た
と
い
う
事
例
が
あ
っ

た
が
、
そ
の
点
も
含
め
て
事

前
調
査
し
て
い
る
。

◆
議
第
22
号
及
び
議
第
23
号

　
私
有
財
産
の
無
償
譲
渡
に

つ
い
て
（
旧
荘
川
そ
ば
生
産

施
設
及
び
旧
荘
川
農
畜
産
物

処
理
加
工
施
設
・
旧
荘
川
畜

産
セ
ン
タ
ー
を
無
償
譲
渡
し

よ
う
と
す
る
も
の
）

【
論
点
】
畜
産
セ
ン
タ
ー
の
譲

渡
後
の
経
営
の
見
通
し
は

・
譲
渡
先
に
つ
い
て
は
、
経
営

改
革
を
さ
れ
、
改
善
は
図
ら

れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
施
設

は
、
市
内
で
も
非
常
に
重
要

な
肉
用
牛
施
設
だ
と
考
え
て

お
り
、
今
後
の
経
営
を
含
め

設
備
投
資
す
る
場
合
の
相
談

に
も
積
極
的
に
対
応
す
る
。

◆
議
第
25
号
　
古
川
国
府
給

食
セ
ン
タ
ー
利
用
組
合
規
約

の
変
更
に
つ
い
て
（
増
島
保

育
園
の
自
園
調
理
へ
の
変
更

に
伴
う
規
約
変
更
）

【
論
点
】
変
更
に
よ
る
影
響

・
全
体
の
管
理
運
営
費
約

１
３
０
０
万
円
の
減
。
高
山
市

負
担
は
約
２
８
０
万
円
の
減
。

　

12
月
16
日
に
協
議
に
か
け

ら
れ
た
本
件
に
つ
い
て
は
、

協
議
を
継
続
と
し
、
明
解
な

回
答
い
た
だ
き
た
い
課
題
を

示
し
た
。
そ
の
後
、
他
市
の

状
況
調
査
や
市
か
ら
の
回
答

を
踏
ま
え
、
１
月
23
日
に
再

度
協
議
を
行
い
、
次
の
と
お

り
意
見
を
ま
と
め
、
１
月
27

日
、
市
長
に
提
出
し
た
。

【
委
員
会
と
し
て
の
意
見
】

学
期
の
見
直
し
に
あ
た
っ
て

は
、
次
の
２
点
を
踏
ま
え
、

広
く
開
か
れ
た
議
論
の
場
を

設
け
る
な
ど
十
分
か
つ
丁
寧

な
取
り
組
み
を
進
め
る
べ
き

で
あ
り
、
平
成
29
年
度
か
ら

の
実
施
は
困
難
で
あ
る
と
考

え
る
。

①
見
直
し
の
プ
ロ
セ
ス
に
お

い
て
、
関
係
者
（
児
童
・
生

徒
、
保
護
者
、
教
師
、
地
域
）

の
意
見
聴
取
や
議
論
が
な
さ

れ
ず
、
十
分
な
理
解
が
得
ら

れ
て
い
な
い
。

・
校
長
会
か
ら
の
提
案
後
２

か
月
と
い
う
短
期
間
で
方
針

決
定
し
、
そ
の
間
、
関
係
者

へ
の
説
明
や
意
見
を
聞
く
場

は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
方

針
決
定
後
も
、
具
体
的
な
前

期
・
後
期
制
の
取
り
組
み
は

説
明
さ
れ
ず
、
保
護
者
も
十

分
理
解
で
き
る
内
容
と
な
っ

て
い
な
い
。
地
域
・
家
庭
と
共

に
あ
る
学
校
を
目
指
す
中
で

は
、
多
く
の
関
係
者
に
よ
る

議
論
と
検
証
を
行
い
十
分
な

理
解
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

②
前
期
・
後
期
制
の
課
題
に

対
す
る
検
証
が
不
十
分
で
あ

り
、
な
お
か
つ
、
前
期
・
後

期
制
の
取
り
組
み
内
容
に
つ

い
て
の
詳
細
な
説
明
が
な
さ

れ
て
い
な
い
。

・
全
国
で
前
期
・
後
期
制
を

導
入
し
た
自
治
体
の
検
証
結

果
に
お
い
て
、
評
価
期
間
が

長
く
、
学
習
意
欲
を
維
持
す

る
た
め
の
目
標
設
定
が
難
し

い
な
ど
の
課
題
に
つ
い
て
、
ど

う
克
服
す
る
の
か
具
体
的
な

取
り
組
み
が
明
確
に
さ
れ
て

い
な
い
。

　

ま
た
、
教
師
が
子
ど
も
と

向
き
合
う
時
間
の
確
保
と

い
う
課
題
の
対
応
に
つ
い
て

は
、
学
期
の
見
直
し
の
み
な

ら
ず
、
長
期
休
暇
や
行
事
の

見
直
し
、
土
曜
授
業
や
事
務

改
善
な
ど
、
多
角
的
な
検
討

が
必
要
で
あ
る
。

　

教
育
委
員
会
は
、
こ
れ
を

受
け
、
協
議
を
重
ね
ら
れ
平

成
29
年
度
か
ら
の
実
施
を
見

送
る
結
論
を
出
し
た
。

　

本
件
は
、
当
委
員
会
の
重

点
課
題
と
し
て
、
年
間
を
通

じ
、
調
査
研
究
を
進
め
て
き

ま
し
た
。
市
民
意
見
交
換

会
、
先
進
地
視
察
、
行
政
に

お
け
る
検
証
等
、
様
々
な
情

報
を
元
に
議
論
・
研
究
を
重

ね
、
次
の
３
点
に
つ
い
て
、

現
時
点
で
の
委
員
会
と
し

て
の
考
え
を
ま
と
め
、
全
議

員
で
開
催
す
る
政
策
討
論

会
（
４
月
27
日
開
催
）
を
経

て
、
政
策
提
言
を
行
う
予
定

で
す
。

①
ま
ち
づ
く
り
の
理
念
を
市

民
と
共
有
す
る
た
め
の
条
例

整
備

②
事
業
化
を
通
じ
た
地
域
課

題
解
決
へ
の
取
り
組
み
強
化

③
人
的
、
財
政
的
支
援
の
見

直
し

付
託
議
案
の
審
査

協
働
の
ま
ち
づ
く
り

高
山
市
立
小
中
学
校

の
学
期
の
見
直
し
に

つ
い
て（
協
議
事
項
）

文教産業
委員会


